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　今年もノーベル医学生理学賞を大村智・北里大学特別栄誉教授、ノーベル物理学賞を梶
田隆章・東京大学宇宙線研究所長が受賞しました。私たち日本人にとって誇りでありこれ
ほど嬉しいニュースはありません。ところで、当財団にも設立者の名前を冠して創設した
「山縣勝見賞」があります。海運、物流、港湾、造船、海上保険及びその周辺分野での研
究及び普及・発展に貢献された方々を顕彰し、その研究成果を表彰しています。ホーム
ページや海事メディアを通じて広く募集し、毎年7月の「海の日」前後に贈呈式を行いま
す。創設してから今年で８年目になりますが、受賞者の皆さんが受賞を大変喜んでくださ
る姿に接すると、当財団の活動が海事交通文化の発展に多少なりともお役に立っていると
実感します。
　嬉しい話がもう一つあります。当財団元理事の山岸寬先生（東京海洋大学名誉教授）が
書かれた『海運７０年史』（当財団７０周年を記念して発行）が今年の日本海運経済学会賞
（著書の部）、更に住田正一海事奨励賞を受賞しました。山岸先生は１９７１年に当財団の研
究員からスタートされ、本年６月に退任されるまで評議員・理事として４０年以上も当財団
の事業運営に貴重なご意見を頂きました。先生の受賞を心よりお祝いしたいと思います。
※『海運７０年史』をお手にされたい方は財団まで連絡いただければ進呈いたします。

　さて、今年も『海事交通研究』第64集を皆様にお届けいたします。
　今年の指定テーマの一つは【災害時の船舶利用】です。執筆をお願いした井上欣三先生
は阪神淡路大震災時の体験をもとに船の機能的特徴-輸送機能・宿泊機能・生活機能-を活
用し、民間船が無理なく可能な範囲で医療とタイアップして被災者の命を守る支援を目指
そうとする『災害時医療支援船構想』を着想され、構想実現の最終ゴールのテープを切る
ためには、構想を進める組織体、国･地域の行政関係者、船舶所有者、海事関係者、医療
関係者等により官民相互の連携協力が不可欠であると指摘されています。
　もう一つの指定テーマ【海事産業における女性の活躍と推進】では北田桃子先生にお願
いし各国の女性船員の状況、とりわけアジア諸国の状況など詳細に報告いただいたうえ
で、日本の女性船員を増やすための具体的な提言も頂きました。更に、逸見真先生の「わ
が国外航海運における女性船員の雇用-何故、女性船員の雇用は伸びないのか-」は海上に
おける女性の勤務の厳しさ、中小船社での採用の難しさなど直面する問題が解りやすく整
理されており、さらに女性船員が活躍するためにはどの様にすべきかを提言されていま
す。船員を目指している女性や、海運企業の採用担当部に是非読んで頂き、女性船員が増
加する契機になって欲しいと思います。
　上野絵里子氏・本図宏子氏・松田琢磨氏の「海事クラスターの歴史分析」では最新情報
をもとに海事クラスターの産業規模を過去と比較・分析されており、海事クラスターとは
何かを知るうえで有意義な論文であります。尚、海事クラスターについては年報第５０集
（２００１年）杉山武彦先生による「海事クラスターの概念とその周辺 ～概念と産業政策上
の意義についてのノート～」以来の掲載となります。
　手塚広一郎先生・石井昌宏先生の「不確実性下の海運市場の価格形成に関する研究動向
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とその課題」は不定期船市場におけるスポット市場とＦＦＡなど先渡し市場の需要と供給
の均衡においてリスクプレミアムを高度な数式を用いて分析を試みています。また、今後
モデルの一般化により、他の分野にもこれが利用可能であると展開しています。
　大河内美香先生の「感染症の制御における海港検疫と海運の位置-海上交通の安定を視
座として-」は海上交通の発展とともに誕生・発展した感染症の伝播防止のための制度で
ある検疫の現代的意義を考察し、海洋の秩序を守る方向性を示すことが出来るのは海運業
に他ならないと論じています。
　鶴田順先生の「排他的経済水域における「海洋の科学的調査」−沿岸国による「海洋の
科学的調査」規制法の執行可能性に焦点をあてて−」は我が国周辺でも注視されている海
洋紛争の中から「海洋の科学的調査」について、事案、条約、国際法理論と分かり易く纏
められています。現在の南シナ海情勢を含めた海洋に関する国際状況の理解に大いに役立
つ論文だと思います。
　恩田登志夫先生の「港湾労働政策の変遷とその課題に関する一考察-港湾労働法制定後
50年を迎えて−」は港労法の成立から現在に至るまでの経緯が明確に記述されており、港
湾労働の形態変化をまとめた興味深い論文であります。また、港湾労働が量的要因から質
的要因へ転換する中で、これから更に質の競争力を高め続けることの重要性を説いていま
す。
　王学士氏の「英国海上保険詐欺請求をめぐる最近の動向に関する一考察−「詐欺的手
段」の利用を中心として−」は標準的な船舶保険約款の何れも「詐欺的手段」の利用に関
する規定が置かれておらず、コモン・ロー上の規律に委ねられてきた中で、英国での新た
な詐欺的請求を抑止するための法的アプローチについて実際の裁判例をとりあげて紹介し
た上で評釈しています。
　若土正史氏の「保険記録簿から見たポルトガルのインド航路の海上保険について」は今
まで無いとされていた中世ポルトガルの海上保険契約の取引記録がスペインのブルゴス古
文書館に所蔵されていることを発見し、自らブルゴス古文書館まで出向き資料を整理・分
析した著者の探究心には驚かされます。

　この様に海事の広範囲にわたる貴重な内容の論文を掲載できましたこと、厚く御礼を申
し上げるとともに、来年度も沢山の応募を頂きますようお願い申し上げます。

２０１５年１２月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人　山縣記念財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　　　小林　一夫


